
・
調
査
対
象
者

　
日
本
に
住
む
す
べて
の
人
と
世
帯
を

対
象
に
、5
年
ご
と
に
実
施
さ
れ
る
国

の
最
も
重
要
な
統
計
調
査
で
す
。氏

名
、性
別
、出
生
年
月
、世
帯
主
と
の

続
き
柄
、国
籍
、居
住
地
、教
育・就
業

状
況
な
ど
の
情
報
が
収
集
さ
れ
ま
す
。

・
目
的

　
人
口
や
世
帯
の
実
態
を
明
ら
か
に

し
、
行
政
施
策
や
社
会
経
済
の
基
盤

と
な
る
統
計
を
提
供
し
ま
す
。

・
調
査
開
始
日

10
月
１
日
㈬
〜

・
活
用
方
法

　
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
は
、
議
員
定
数
、

地
方
交
付
税
交
付
金
の
算
定
な
ど
、

民
主
主
義
の
基
盤
を
支
え
る
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
国
勢
調
査
の
結
果
は
、
企

業
の
事
業
計
画
や
学
術
研
究
、
民
間

の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
分
析
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
分
野
で
活
用
さ
れ
て
い
ま

す
。
特
に
、
少
子
高
齢
化
や
人
口
減

少
な
ど
の
社
会
課
題
を
把
握
し
、
政

策
立
案
や
地
域
づ
く
り
の
指
針
と
な

る
重
要
な
資
料
と
な
っ
て
い
ま
す
。

国
勢
調
査

「
令
和
７
年
国
勢
調
査
」への
統
計
調
査
ご
協
力
の
お
願
い

　
芝
山
町
各
区
長
の
皆
様
へ
、
調
査
並
び
に
調
査
員
の
選
出
の
ご
協
力
を

依
頼
し
て
い
ま
す
。
本
統
計
調
査
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

企
画
空
港
政
策
課
企
画
調
整
係
☎
77
‐
３
９
２
６

問

■
現
況
届
の
提
出
が
必
要
な
方

・
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
な
ど
に
よ
り
、

　
住
民
票
が
芝
山
町
に
な
い
方

・
支
給
要
件
児
童
の
戸
籍
や
住
民
票

　
が
な
い
方

・
離
婚
協
議
中
で
配
偶
者
と
別
居
さ

　
れ
て
い
る
方

・
法
人
で
あ
る
未
成
年
後
見
人
、
施

　
設
な
ど
の
受
給
者
の
方

・
学
生
以
外
の
多
子
加
算（
※
）の
カ
ウ

　
ン
ト
対
象
と
な
って
い
る
大
学
生
年

　
代
の
子（
※
）を
養
育
し
て
い
る
方

・
そ
の
他
、
役
場
か
ら
提
出
の
案
内

　
が
あ
っ
た
方

※
大
学
生
年
代
の
子
と
は

18
歳
年
度
末
経
過
後
か
ら
22
歳
年

度
末
ま
で
の
子
。

※
多
子
加
算
と
は

　
大
学
年
代
以
下
の
子
を
３
人
以
上

養
育
し
て
い
る
場
合
に
、
３
人
目
以

降
の
子
ど
も
の
手
当
額
が
増
額
さ
れ

る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

■
手
続
き
方
法

　

対
象
の
方
へ
は
、5
月
下
旬
頃
に

「
提
出
書
類
」一
式
を
送
付
し
ま
し

た
の
で
、6
月
２
日
㈪
〜
30
日
㈪
ま
で

の
間
に
添
付
書
類
と
併
せ
て
書
類
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
注
意
事
項

・
現
況
届
の
提
出
が
な
い
場
合
、
手

　
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

（
申
請
の
翌
月
分
か
ら
の
適
用
と

　

な
り
、
原
則
と
し
て
遡
っ
て
の
受

　

給
は
で
き
ま
せ
ん
）

・
令
和
６
年
分
の
所
得
税
確
定
申
告
、

　
市
町
村
民
税
申
告
が
お
済
み
で
な

　
い
方
に
つ
い
て
は
、
所
得
の
審
査

　
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

　
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

・
出
生
や
転
入
な
ど
に
よ
り
芝
山
町

　
で
新
た
に
受
給
開
始
と
な
る
場
合

　
や
、支
給
額
が
増
額
と
な
る
場
合
は

　
受
給
者
か
ら
の
申
請
が
必
要
で
す
。

■
申
請
窓
口

子
育
て
支
援
係（
保
健
セ
ン
タ
ー
内
）

※
郵
送
で
の
提
出
も
受
け
付
け
し
ま

　
す
。

児
童
手
当

現
況
届
の
提
出
に
つ
い
て

児
童
手
当
の
現
況
届
は
、一
部
の
方
を
除
き
、原
則
不
要
と
な
り
ま
す
。

提
出
が
必
要
な
方
は
、
期
限
内
に
書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

こ
ど
も
保
健
課
子
育
て
支
援
係
☎
77
‐
１
８
９
７

問

令和 6年 10月分以降

支給対象 18 歳到達後の最初の年度末まで

所得制限 なし

手当月額
・3歳未満　第1子・第2子：15,000円　第3子以降：30,000円　
・3歳～高校生年代　第1子・第2子：10,000円　第3子以降：30,000円

支払期月 6 回（偶数月）

※第3子以降とは大学生年代までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

【
定
期
的
な
管
理
】

・
通
気
や
換
気

・
水
抜
き
穴
の
清
掃

・
家
内
の
清
掃

・
庭
の
草
木
の
手
入
れ

・
定
期
的
な
郵
便
物
の
管
理
な
ど

【
点
検
も
欠
か
さ
ず
に
行
い
ま
し
ょ
う
】

　

空
き
家
管
理
を
行
う
こ
と
で
近
隣

ト
ラ
ブ
ル
の
回
避
や
空
き
家
の
倒
壊

に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
リ
ス

ク
を
回
避
で
き
る
な
ど「
安
心
」を
得

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

危
険
な
空
き
家
に
し
な
い
た
め
に

空
き
家
の
適
切
な
管
理
に
つ
い
て

　
空
き
家
の
適
切
な
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
、防
災
、衛
生
、

景
観
悪
化
な
ど
地
域
住
民
の
生
活
環
境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ

り
ま
す
。そ
の
よ
う
な
状
態
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、所
有
者
な
ど

に
よ
る
空
き
家
の
適
切
な
管
理
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

企
画
空
港
政
策
課
都
市
計
画
係
☎
77
‐
３
９
０
9

問

チェック箇所 点　　　検

建築物全体 傾いていないか？

屋根ふき材など 剥落や破損などがないか？

敷地 ゴミが散乱していないか？

塀や擁壁 ひび割れなどはないか？

立木 敷地外へ飛び出ていなか？

動物（害虫） 棲みついていないか？

【空き家点検項目】

産業振興課 農政係 ☎77-3917問

芝山町果菜類病害虫
対策支援事業補助金

　町では、黄化葉巻病などの病害虫
の防止対策を行った農家に対し、購
入した資材の費用の一部を助成して
います。令和７年度予算分から、今
まで補助対象品目だったトマト、ミ
ニトマトに加え、スイカ、キュウリ
も対象品目になりました。
　補助事業の詳細については、広報
しばやま２月号をご確認ください。
■申請先
産業振興課農政係

　
提
供
希
望
者
に
向
け
た
事
業
者
説

明
会
を
開
催
し
ま
す
。

・
日
時　
６
月
20
日
㈮

午
後
２
時
か
ら
（
※
２
時
間
程
度
）

・
場
所　
芝
山
町
役
場

南
庁
舎
１
Ｆ
研
修
室

・
内
容　
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
概
要

説
明
、
新
規
事
業
者
及
び
返
礼
品
登

録
手
続
き
の
説
明

・
問
合
せ

☎
 77-

３
９
２
６　

Fax
77-

０
８
７
１

M
ail

：kikaku@town.shibayama.lg.jp

ふ
る
さ
と
納
税
返
礼
品

事
業
者
説
明
会

企
画
空
港
政
策
課
企
画
調
整
係

問

対象品目が追加されました！

■
児
童
手
当
制
度
に
つ
い
て

■
６
月
期
分
の
支
給
に
つ
い
て

・
対
象
月　
４
・
５
月
分

・
支
給
日　
６
月
11
日
㈬

※
令
和
７
年
４
月
支
払
分
よ
り
支
給

　
日
が
11
日
（
休
日
の
場
合
は
前
営

　
業
日
）
に
変
更
と
な
っ
て
い
ま
す
。

※
支
払
通
知
は
廃
止
と
な
り
ま
し
た
。

▲広報しば やま2月号

9 2025. ６月号 8広報しばやま 

TOWN INFORMATION 町からのお知らせ

TOWN INFORMATION 町からのお知らせ


